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○
藤
沢
市
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
及
び
同
補
充
員
の
選
挙

に
つ
い
て

藤
沢
市
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
及
び
同
補
充
員
が
、
令

和
５
年
12
月
21
日
を
も
っ
て

任
期
満
了
と
な
る
た
め
、
新

た
な
委
員
に
つ
い
て
、
議
会

で
選
挙
を
行
う
も
の
。

選
挙
の
結
果
、
選
挙
管
理

委
員
会
委
員
と
し
て
、

・
水
嶋
正
夫
氏

・
伊
勢
和
彦
氏

・
辻
法
子
氏

・
菅
沼
恒
昭
氏
が
当
選
し
た
。

ま
た
、
同
補
充
員
と
し
て
、

・
佐
藤
春
雄
氏

・
西
光
美
奈
子
氏

・
塩
坂
源
一
郎
氏

・
阿
部
す
み
え
氏
が
当
選
し
た
。

（
い
ず
れ
も
藤
沢
市
在
住
）

任
期
は
５
年
12
月
22
日
か
ら

９
年
12
月
21
日
ま
で
の
４
年
間
。

○
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推

薦
に
つ
い
て

藤
沢
市
域
の
人
権
擁
護
委
員

の
１
人
が
、
令
和
６
年
３
月
31

日
を
も
っ
て
任
期
満
了
に
な
る

た
め
、
法
務
大
臣
に
新
た
な
候

補
者
を
推
薦
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
議
会
の
意
見
を
求
め
る
も

の
。議

会
は
こ
れ
に
同
意
し
た
。

任
期
は
６
年
４
月
１
日
か
ら
９

年
３
月
31
日
ま
で
の
３
年
間
。

・
清
水
桂
子
氏
（
新
規
推
薦
・

藤
沢
市
在
住
）

○
藤
沢
市
情
報
公
開
審
査
会

委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て

藤
沢
市
情
報
公
開
審
査
会

委
員
の
任
期
が
、
令
和
６
年

１
月
31
日
を
も
っ
て
満
了
と

な
る
た
め
、
新
た
な
委
員
を

委
嘱
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

議
会
の
意
見
を
求
め
る
も
の
。

議
会
は
こ
れ
に
同
意
し
た
。

任
期
は
６
年
２
月
１
日
か

ら
８
年
１
月
31
日
ま
で
の
２

年
間
。

・
河
合
秀
樹
氏
（
再
任
、
横

浜
市
在
住
）

・
田
中
美
和
氏
（
再
任
、
藤

沢
市
在
住
）

・
中
嶌
慶
子
氏
（
再
任
、
横

浜
市
在
住
）

・
飛
彈
野
理
氏
（
再
任
、
横

浜
市
在
住
）

・
山
田
恵
里
可
氏
（
再
任
、

茅
ヶ
崎
市
在
住
）

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
及
び

同
補
充
員
の
選
挙
を
執
行

職員等の給与改定
期末手当等を引上げ

人 事 院 勧 告 に 従 う

さ
ら
な
る
賑
わ
い
の
創
出
に
期
待

指
定
管
理
者
に
求
め
る
こ
と

藤
沢
駅
前
広
場

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し

藤
沢
市
議
会
の

情
報
を
発
信

LINE登録⽅法

藤
沢
市
議
会
で
は
、

市
民
の
皆
様
に
い
ち

早
く
情
報
を
お
届
け

す
る
た
め
、
藤
沢
市

公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
情

報
を
配
信
し
て
い
ま

す
。議

会
だ
よ
り
の
最

新
号
や
定
例
会
の
日

程
等
を
お
知
ら
せ
し

て
い
ま
す
の
で
御
覧

く
だ
さ
い
。

ケ
ア
ラ
ー
支
援
条
例
制
定
へ

ケ
ア
ラ
ー
支
援
条
例
制
定
へ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

市
議
会
で
は
、
令
和
５
年
９
月
に
政
策
検
討
会
議
を
設

置
し
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
向
け
て

検
討
を
重
ね
て
き
ま
し
た
が
、
条
例
制
定
の
意
義
や
本
市

の
課
題
等
に
つ
い
て
、
関
係
団
体
等
の
意
見
を
聴
き
、
条

例
の
制
定
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

い
た
し
ま
す
。

【
日
時
】　

令
和
６
年
２
月
10
日
（
土
）

　
　
　

午
後
２
時
か
ら
４
時
ま
で

【
場
所
】　

藤
沢
市
役
所
本
庁
舎
９
階

　
　
　

第
１
議
会
委
員
会
室

【
内
容
】　

①
基
調
講
演　

　
　
　
　
「
ケ
ア
ラ
ー
支
援
」
と
は
何
か

　
　
　
　
（
関
東
学
院
大
学
青
木
由
美
恵
教
授
）

　
　
　

②
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

　
　
　
　
（
関
係
団
体
等
及
び
市
議
会
議
員
）

【
定
員
】　

40
名

【
申
し
込
み
】　

不
要

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
様
子
は
、
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

中
継
配
信
及
び
録
画
配
信
を
行
い
ま
す
。

○
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て
（
藤
沢
市
藤
沢
駅
前
広
場
（
サ

ン
パ
ー
ル
広
場
・
サ
ン
パ
レ
ッ

ト
広
場
・
北
口
地
下
広
場
））

こ
の
議
案
は
、
藤
沢
市
藤
沢

駅
前
広
場
の
現
在
の
指
定
管
理

者
の
指
定
期
間
が
満
了
す
る
こ

と
に
伴
い
、
新
た
に
指
定
管
理

者
を
指
定
す
る
も
の
。

【
指
定
管
理
者
と
な
る
団
体
】

藤
沢
市
藤
沢
６
０
７
番
地
の

１
一
般
社
団
法
人
藤
沢
駅
周
辺

地
区
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

【
指
定
の
期
間
】
令
和
６
年
４

月
１
日
か
ら
11
年
３
月
31
日
ま

で
〈
主
な
質
問
と
答
弁
〉

　

指
定
管
理
者
と
な
る
団

体
を
一
般
社
団
法
人
藤
沢
駅
周

辺
地
区
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

と
し
て
い
る
が
、
市
民
の
自
由

な
利
用
、
公
平
性
、
必
要
性
の

観
点
か
ら
、
指
定
管
理
で
は
な

く
、
市
が
直
営
で
運
営
す
べ
き

と
考
え
る
が
、
市
の
考
え
を
聞

き
た
い
。

　

藤
沢
駅
前
広
場
を
効
果

的
、
効
率
的
に
運
用
す
る
た
め

に
は
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導

入
に
よ
り
、
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ

を
活
用
す
る
こ
と
で
、
高
質
的

な
維
持
管
理
や
多
様
な
イ
ベ
ン

ト
の
開
催
が
期
待
で
き
、
経
費

の
節
減
等
に
加
え
、
賑
わ
い
の

創
出
に
も
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、

今
後
も
指
定
管
理
者
制
度
に
よ

り
実
施
し
て
い
く
。

　

２
期
目
の
指
定
管
理
が

６
年
度
か
ら
始
ま
る
が
、
１
期

目
の
総
括
・
課
題
等
を
踏
ま
え
、

今
後
の
指
定
管
理
者
に
望
む
こ

と
や
期
待
す
る
こ
と
等
を
聞
き

た
い
。

　

指
定
管
理
が
ス
タ
ー
ト

し
た
３
年
度
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の

影
響
で
当
初
想
定
し
て
い
た
賑

わ
い
創
出
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
が

実
現
で
き
な
い
状
況
が
続
い
て

い
た
が
、
商
業
分
野
や
管
理
部

門
な
ど
様
々
な
事
業
者
等
が
参

画
し
て
い
る
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
に
よ
っ
て
、
コ
ロ
ナ
禍
で

も
実
施
可
能
な
イ
ベ
ン
ト
に
取

り
組
ん
で
き
た
。

ま
た
、
本
市
初
の
公
の
施
設

と
し
て
の
駅
前
広
場
の
管
理
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
収
支
計
画

に
つ
い
て
想
定
ど
お
り
実
施
で

き
な
か
っ
た
部
分
が
あ
る
。

来
期
は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
規

制
が
な
く
な
っ
た
こ
と
や
こ
れ

ま
で
の
実
績
を
踏
ま
え
、
本
来

の
計
画
ど
お
り
事
業
が
実
施
さ

れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

市
と
し
て
は
、
困
難
な
状
況

下
で
あ
っ
た
３
年
間
、
エ
リ
ア

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
適
切
に
管
理

を
行
っ
て
き
た
実
績
を
評
価
す

る
と
と
も
に
、
様
々
な
ノ
ウ
ハ

ウ
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る
こ
と

に
よ
り
、
さ
ら
な
る
賑
わ
い
の

創
出
を
期
待
し
て
い
る
。

○
藤
沢
市
債
権
管
理
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

こ
の
議
案
は
、
市
の
債
権
の

管
理
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に

つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

必
要
に
よ
り
、
条
例
を
制
定
す

る
も
の
。

【
条
例
の
主
な
内
容
】

・
公
正
か
つ
公
平
な
市
民
負
担

の
確
保
及
び
市
の
債
権
の
管
理

の
適
正
化
を
図
り
、
円
滑
な
行

財
政
運
営
に
資
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

・
台
帳
の
整
備
、
督
促
、
滞
納

処
分
、
強
制
執
行
、
非
強
制
徴

収
債
権
に
つ
い
て
の
債
権
放
棄

等
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

〈
主
な
質
問
と
答
弁
〉

　

本
条
例
を
制
定
し
債
権

管
理
に
関
す
る
部
署
を
新
設
す

る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
意
義

に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

　

市
の
債
権
は
多
岐
に
渡

る
種
類
が
あ
る
た
め
、
債
権
管

理
に
関
す
る
手
続
き
を
統
一
化
・

明
確
化
す
る
こ
と
で
、
適
正
な

債
権
管
理
に
寄
与
で
き
る
と
考

え
る
。

ま
た
、
条
例
に
基
づ
き
債
権

放
棄
の
手
続
き
を
進
め
る
こ
と

で
、
徴
収
可
能
な
債
権
へ
の
対

応
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
、

収
入
未
済
額
の
縮
減
に
つ
な
が

る
と
考
え
る
。

さ
ら
に
は
、
窓
口
を
一
本
化

す
る
こ
と
で
、
市
民
個
人
の
滞

納
全
体
の
納
付
計
画
を
基
に
相

談
・
対
応
が
可
能
と
な
り
、
早

期
の
滞
納
解
消
に
も
つ
な
が
る

と
考
え
る
。

○
藤
沢
市
一
般
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

こ
の
議
案
は
、
国
家
公
務
員

の
給
与
に
関
す
る
人
事
院
か
ら

の
勧
告
を
考
慮
し
、
本
市
一
般

職
職
員
の
給
与
の
改
定
措
置
を

講
ず
る
た
め
、
及
び
地
方
自
治

法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
常
勤
の
会
計
年
度
任

用
職
員
へ
勤
勉
手
当
を
支
給
す

る
こ
と
と
し
た
等
の
た
め
、
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
。

【
条
例
の
主
な
内
容
】

・
一
般
職
員
の
期
末
手
当
及
び

勤
勉
手
当
の
支
給
月
数
を
、そ
れ

ぞ
れ
０
・
05
月
分
引
き
上
げ
る
。

（
第
１
条
）

・
全
職
員
で
、
平
均
１
・
24
％
、

平
均
３
９
２
８
円
の
給
料
月
額

の
引
き
上
げ
を
行
う
。（
第
１

条
）

・
令
和
６
年
度
以
降
の
期
末
手

当
・
勤
勉
手
当
の
合
計
月
数
に

つ
い
て
、
合
計
月
数
は
改
正
後

の
５
年
度
と
同
じ
く
、
年
４
・

５
月
分
に
変
わ
り
な
い
が
、
６

月
期
及
び
12
月
期
が
均
等
に
な

る
よ
う
配
分
す
る
。（
第
２
条
）

・
６
年
６
月
期
か
ら
常
勤
の
会

計
年
度
任
用
職
員
に
勤
勉
手
当

を
支
給
す
る
た
め
に
規
定
を
整

備
す
る
。（
第
２
条
）

【
施
行
日
】公
布
の
日

た
だ
し
、
第
２
条
及
び
第
４

条
の
改
正
規
定
は
６
年
４
月
１

日
。〈

主
な
質
問
と
答
弁
〉

　

消
費
者
物
価
指
数
の
上

昇
率
に
対
し
、
職
員
の
給
料
の

引
き
上
げ
率
が
追
い
付
い
て
い

な
い
状
況
で
あ
る
。
物
価
の
上

昇
に
賃
金
の
上
昇
が
追
い
付
い

て
い
く
世
の
中
と
な
る
よ
う
、

行
政
の
立
場
か
ら
後
押
し
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、

今
後
の
給
与
改
定
に
対
す
る
市

の
考
え
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

　

国
家
公
務
員
の
給
与
改

定
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
勧
告

に
よ
り
、
物
価
上
昇
率
と
給
与

改
定
率
の
乖
離
を
解
消
す
る
た

め
、
例
年
よ
り
も
賃
金
の
上
げ

幅
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

市
と
し
て
も
、
給
与
改
定
の

判
断
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、

引
き
続
き
人
事
院
勧
告
に
従
い
、

経
済
の
循
環
と
い
う
視
点
も
踏

ま
え
て
改
定
し
て
い
く
。

○
藤
沢
市
非
常
勤
職
員
の
報
酬

等
に
関
す
る
条
例
及
び
藤
沢
市

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

こ
の
議
案
は
、
一
般
職
職
員

の
給
与
改
定
を
勘
案
し
、
本
市

の
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用

職
員
の
報
酬
及
び
期
末
手
当
の

改
定
措
置
を
講
ず
る
た
め
、
及

び
地
方
自
治
法
の
一
部
が
改
正

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
短
時
間

勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
に
勤

勉
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
し

た
等
の
た
め
、
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
。

【
条
例
の
主
な
内
容
】

・
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用

職
員
の
期
末
手
当
支
給
月
数
を
、

０
・
１
月
分
引
き
上
げ
る
。（
第

１
条
）

・
報
酬
表
を
、
改
定
後
の
行
政

職
給
料
表
及
び
医
療
職
給
料
表

と
同
額
と
す
る
。（
第
１
条
）

・
令
和
６
年
度
以
降
の
期
末
手

当
支
給
月
数
に
つ
い
て
、
合
計

月
数
は
一
般
職
員
と
同
じ
く
年

２
・
45
月
分
と
し
、
６
月
期
及

び
12
月
期
が
均
等
に
な
る
よ
う

配
分
す
る
。（
第
２
条
）

・
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用

職
員
に
対
し
６
年
６
月
期
か
ら

新
た
に
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。

（
第
２
条
）

【
施
行
日
】公
布
の
日

た
だ
し
、
第
２
条
及
び
第
３

条
の
改
正
規
定
は
６
年
４
月
１

日
。

○
藤
沢
市
常
勤
の
特
別
職
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

こ
の
議
案
は
、
国
家
公
務
員

の
給
与
に
関
す
る
人
事
院
か
ら

の
勧
告
を
考
慮
し
、
本
市
の
常

勤
特
別
職
職
員
の
期
末
手
当
の

支
給
割
合
を
改
定
す
る
た
め
、

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
。

【
条
例
の
主
な
内
容
】

・
市
長
、
副
市
長
、
常
勤
の
監

査
委
員
及
び
教
育
長
の
期
末
手

当
支
給
月
数
を
、
０
・
１
月
分

引
き
上
げ
る
。（
第
１
条
）

・
令
和
６
年
度
以
降
の
期
末
手

当
支
給
月
数
に
つ
い
て
、
合
計

は
年
３
・
１
月
分
と
し
、
６
月

期
及
び
12
月
期
が
均
等
に
な
る

よ
う
配
分
す
る
。（
第
２
条
）

【
施
行
日
】公
布
の
日

た
だ
し
、
第
２
条
の
改
正
規

定
は
６
年
４
月
１
日
。

〈
主
な
質
問
と
答
弁
〉

　

常
勤
の
特
別
職
職
員
の

期
末
手
当
支
給
月
数
の
引
き
上

げ
つ
い
て
は
、
市
民
理
解
を
得

ら
れ
な
い
と
考
え
る
が
、
市
の

見
解
を
聞
き
た
い
。

　

人
事
院
勧
告
に
よ
り
、

国
の
指
定
職
の
期
末
手
当
支
給

月
数
が
引
き
上
げ
に
な
っ
た
こ

と
か
ら
、
従
前
ど
お
り
人
事
院

勧
告
に
準
じ
、
本
市
も
同
様
の

対
応
を
図
る
。

藤沢駅前広場で様々なイベントを開催し、賑わいを創出する


